
                                       

- 1 - 

                          
 

指定管理者選定委員会における候補者の選定結果概要 
 

                                                         （課名：流域政策局） 

１ 施 設 名        大津港公共港湾施設（マリーナ施設に限る） 

２ 施 設 の 概 要        

敷地面積  0.67ha 

施設内容 
管理棟、艇置場、船舶用修理施設、洗艇用施設、マリーナ桟橋、船舶用給油施設・ 
給電施設・給水施設等 

３ 
 
募 
 

集
 
概
 
要 

募 集 方 法        公募 

募集要項配布期間         平成30年８月28日 ～ 平成30年９月28日 

申 請 受 付 期 間         平成30年９月27日 ～ 平成30年９月28日 

 
募
集 
内
容 
 

指 定 期 間        平成31年４月１日 ～ 平成36年３月31日（5年間） 

管理業務内容       

(1) 滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例（昭和39年滋賀県条例第54
号。以下「条例」という。）第５条から第８条までの規定による公共港湾施設の使
用の許可（目的外使用に係るものを除く。）に関する業務 

(2) 条例第９条の規定による制限行為の許可に関する業務 
(3) 条例第10条の規定による許可の取消し（目的外使用に係るものを除く。）に関す

る業務 
(4) 条例第15条の規定による補修の命令（目的外使用に係るものを除く。）に関する

業務 
(5) 条例第16条の規定による報告の徴収（目的外使用に係るものを除く。）に関する

業務 
(6) 施設の維持管理に関する業務 
(7) その他知事が必要と認める業務 

管理料参考額       ０円 （消費税および地方消費税を含む。） 

４ 応 募 状 況        

 

 
 
 
 
 

申 請 者 グループの構成 
（グループ申請の場合） 

 
 
 
 
 

所在地   名  称 

京都市下京区大宮通仏
光寺下る五坊大宮町99
番地 

オリックス・ファシリティ
ーズ株式会社 

 

大阪市北区茶屋町1番32
号 

セイレイ興産株式会社  

 

                                 合計 ２者 

５ 
 

審
査
の
概
要
お
よ 
び 

審 査 方 式        

滋賀県土木交通部指定管理者選定委員会において、応募者からの申請書類の審査、申
請者のプレゼンテーションおよび質疑応答を行い、選定基準に基づきあらかじめ定め
られた評価項目ごとに審査し、採点を行い、総合的に最も高い評価を得た者を指定管
理者の候補者として選定する。 

選定委員会委員        
   ＊委員長 
(50音順､敬称略) 

滋賀県土木交通部指定管理者選定委員会（公共港湾部会） ※印：部会長 
※立命館大学経営学部教授              石﨑 祥之  

大津市未来まちづくり部部長            玉井 義文 
立命館大学スポーツ健康科学部教授         長積 仁 

 国土交通省近畿地方整備局港湾空港部港湾空港企画官 平井 洋次 
公認会計士                    森田 淳一 
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結
果 審 査 基 準         別紙参照     

審 査 経 過        

平成30年７月23日 第１回土木交通部指定管理者選定委員会 
都市公園部会・公共港湾部会 合同開催 

         （指定管理者募集要項および審査基準について検討） 
平成30年８月28日～平成30年９月28日 募集要項の配布 
平成30年９月27日～平成30年９月28日 申請受付（申請者２者） 
平成30年９月７日 第２回土木交通部指定管理者選定委員会 公共港湾部会 
         （現地説明） 
平成30年９月13日 申請者対象説明会 
平成30年10月４日 第３回土木交通部指定管理者選定委員会  

都市公園部会・公共港湾部会 合同開催 
         （財務状況の審査） 
平成30年10月12日 第３回土木交通部指定管理者選定委員会 公共港湾部会 
         （事業計画のヒアリング） 
平成30年10月26日 第４回土木交通部指定管理者選定委員会 公共港湾部会 
         （審査基準の採点結果に基づき指定管理者候補者選定） 

 

審 

 

査 

 

結 

 

果 

指定管理者の

候補者 

 

セイレイ興産株式会社 

 

評価結果、選

定理由、選定

委員会の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価結果】 

○選定基準に基づく採点結果 

 

 

 

申請者 
選定基準１ 

(配点40点) 

選定基準２ 

(配点180点) 

選定基準３ 

(配点130点) 

選定基準４ 

（配点150点） 

合 計 

（配点500点） 

 

セイレイ興産

株式会社 
26.8 132.8 88.0 120.8 368.4 

Ａ 27.6 116.4 87.6 116.8 

 

348.4 

 

 

                                  ※点数は各委員の平均値     （500点満点） 

 

 ○各委員の採点結果  

 

  申 請 者   Ａ委員  Ｂ委員  Ｃ委員  Ｄ委員  Ｅ委員  合計  平 均 値 

 

 

セイレイ興産株

式会社 
484 356 324 334 344 1842 368.4 

Ａ 440 338 326 318 320 1742 

 

348.4 

 

 

 

 ○提示額一覧表 

 

 

 

 

申 請 者 提 示 額 
 

 

 

 

セイレイ興産株式会社         ０円 

   Ａ ０円 

    



                                       

- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【選定理由】 

・施設の効用の最大化（選定基準２）については、管理運営目標の達成に向けた適切

な取組、施設の効用発揮への具体的な提案、利用促進方策、地域との連携策の点でよ

り優位に高く評価された。 

・施設の管理に係る経費の縮減（選定基準３）については、維持計画の効率性、収入

・支出の積算と事業計画の整合性の点でより優位に評価された。 

・管理を安定して行う能力（選定基準４）については、職員体制、自己評価に対する

取組状況、環境への配慮、柔軟な考えでの取り組み姿勢の点でより優位に評価された

。 

 

 

 【指定管理者選定委員会の概要】 

・申請者からの事業計画書の提出を求めるにあたっては、審査のポイントを明確に提

示する必要がある。 

・現地説明においては、周辺環境も含め施設の状況を確認することが出来た。 

・ヒアリングにおいては、各申請者からの事業計画の内容や体制について安定的に運

営できることを確認することが出来た。 

・参加意欲、施設の効用発揮、利用促進に向けた取組について、候補者が高く評価さ

れた。 

 

    

上記の結果、セイレイ興産株式会社を指定管理者の候補者として選定した。 

 

 

  



公　共　港　湾　部　会（マリーナ施設）
別紙 　《審査の基準》

          評価視点１： 利用者数の増加につながる提案であるか(募集テーマ１関連）

          評価視点２： 教育・レクリエーション、地域連携、防災拠点など、様々なニーズに対応した提案であるか（募集テーマ２、４関連）

          評価視点３： 経費節減に配慮しつつ、効率的・効果的な施設管理を実施する計画となっているか(募集テーマ３関連）

選定基準
（条例第19条）

審　査　項　目 確認する書類
細分
配点

小
計

計

・設置目的にふさわしいか 2 10

・施設利用の公平性が確保されているか 2 10 40

・施設の使用許可の手続きの考え方は適切か 2 20 40

・港湾施設の特性と課題を理解しているか 2 10

・管理運営目標の達成に向けた取り組みは適切か 2 10

・施設の効用発揮が期待できる具体的な提案があるか 2 30 50

・利用促進方策は適切か 6 30

・年間の広報計画の内容は適切か 6 10 180

・地域との連携策が図られているか 6 20 60

・全体的に施設の設備・機能を活用した内容となっているか 3 10

・利用料金の設定は適切か 3,9 10

・利用者への対応は適切か（要望処理、苦情処理） 5 20 40

・求めている実施内容が事業計画書で満足されているか 2 10

・施設管理、安全管理は適切か 4 20 30

・県が示した管理料の参考額をどの程度下回っているか -

・維持管理は効率的に計画されているか 3,12,13 30

・必要な経費を見積もっているか 9,10 20 80

・管理運営費の縮減に取り組む提案となっているか 9,,10 30

※過去５か年の管理運営経費と比べてどの程度下回っているか -

・収入、支出の積算と事業計画の整合性は図られているか 9,10 20 130

・自主事業の収支が適切に計画されているか 9,10 10

・収支計画の実現性はあるか 9,10 20 50

・職員体制は十分か（緊急時のバックアップ体制等） 1,11,12,14 10

・職員の指導育成、研修体制は十分か 12,15 10

・業務に必要な資格を備えた職員を配置できるか 12 10

・諸規定（就業、給与、決裁、会計等）は整備されているか 16 10 40

・当該施設の業務を安定確実に行える経営規模を有しているか 10

・団体の財務状況は健全か 20 150

・金融機関、出資者等の支援体制は十分か 10 40

・類似施設の運営実績 ・類似施設を良好に運営した実績はあるか 8 10 10

・災害や異常気象時に適切に対応できるか 14 10

・県の地域防災計画等に基づき、災害時に防災拠点としての対応ができるか 14 10

・自己評価、モニタリングに対する取り組み状況はどうか 2 10

・環境への配慮がされているか 17 10

・円滑な事務引継が可能か 18 10

・柔軟な考えでの取り組みの姿勢があるか 19 10 60

500 500

・事業計画書
　（3 実施計画）
　（4 サービスの向上）
  （5 施設の安全管理）
　（6 利用者への対応）
　（7 利用促進策、利用者増への取り組み）
　（9 収支計画書）
　（10 利用料金に関する考え方）
　（13 委託業務内容）

・利用者の増加を図るための具
　体的手法および期待される効
　果

・サービス向上を図るための具
　体的手法および期待される効
　果

・施設の維持管理の内容、適格
　性および実現の可能性

・審査基準および配点に基づく、選定すべき候補者の決定は、以下のア～ウの順に行うこととする。
ア　各委員の採点を合計した点数が最も高い申請者
イ　最も高い採点をした委員の数が最も多い申請者
ウ　「２施設の効用の最大化」、「３経費の縮減に関する委員の採点を合計した点数が最も高い申請者
なお、これによっても選定すべき候補者が決定しない場合は、選定委員会において協議し、選定すべき候補者を決定する。

４　事業計画に沿った管理を
　安定して行う能力を有する
　こと　（４号）

・安定的な運営が可能となる人
　的能力

・事業計画書
　（1 法人等の概要及び職員の状況等）
　（2 基本方針等）
　（8 過去の事業実績）
　（11 人員体制）
　（12 人員配置計画等）
　（14 緊急時の体制及び対策・防災対策）
　（15 人材の育成計画）
　（16 諸規定の整備）
　（17 環境への配慮）
　（18 円滑な業務引継に向けての計画）
　（19 特記事項）
・団体等の定款等
・法人の登記事項証明書
・法人等の決算関係書類
・法人等の予算関係書類
・団体概要書
・役員名簿
・納税証明書等

・安定的な運営が可能となる経
　理的基盤

・その他適切な運営を行うため
　の能力（災害対策等）

審　査　内　容
※数字は様式集の様式3事業計画書の項目を示す。

１　事業計画の内容が、県民
　の公平な利用を確保するこ
　とができるものであること
　（１号）

・公平な利用を図るための具体
　的手法および期待される効果

・事業計画書
　（2 基本方針等）

３　事業計画の内容が、施設
　の管理に係る経費の縮減が
　図られるものであること
　（３号）

・施設の管理に係る経費の内容 ・事業計画書
　（3 実施計画）
  （9 収支計画書）
　（10 利用料金に関する考え方）
  （12 人員配置計画等）
  （13 委託業務内容）

・収支計画の内容、適格性およ
　び実現の可能性

２　事業計画の内容が、施設
　の効用を最大限に発揮させ
　るものであること
　（２号）

・施設の効用発揮


